
行方不明の心配がある方・・・

認知症高齢者等事前登録制度
をご利用ください

認知症高齢者等事前登録制度とは
認知症などにより行方不明になったときに、すみやかに捜索の
呼びかけをし、高齢者の身体・生命の保護ができるように、
事前にお名前や写真、緊急時の連絡先等を市へ登録しておく制度です。
太宰府市にお住まいで、行方不明となるおそれのある方が対象です。

行方不明になってしまったら…

行方不明発生
まずは、早めに
警察署へ連絡を！

太宰府市役所より
『ふくおか防災ナビ』配信
捜索関係者へ捜索依頼

地域住民・関係機関の
協力で無事発見

名前・住所・よく行く場所・写真等を
事前に登録しているので、スムーズに

捜索依頼がかけられます

問い合わせ先

≪認知症等に関する相談≫
太宰府中学校・太宰府東中学校区にお住まいの方
地域包括支援センター：☎０９２-９２９－３２１１

学業院中学校・太宰府西中学校区にお住いの方
地域包括支援サブセンター：☎０９２-９１８－２２００

≪制度の手続きについて≫
太宰府市高齢者支援課

☎０９２-９２９－３２１０

市ホームページ

大切な家族の

安心と安全のために



太宰府市にお住まいで、行方不明となるおそれがある高齢者が対象です。

対象者は？

行方不明になったときに、より早く捜索活動の呼びかけができます。

（情報活用例）
〇警察との情報共有
〇【福岡県防災アプリ】ふくおか防災ナビ・まもるくん配信
〇捜索活動にかかわる関係機関などへの情報提供 など

登録すると、どうなるの？

◎申請者 登録する本人、またはその家族など

◎申請方法 申請書を持参・郵送・メールで提出

※申請書はホームページからダウンロードするか、地域包括
支援センターで受け取ってください。

※受付後、地域包括支援センターより連絡があります。

◎申請先 持 参：地域包括支援センター（２か所）
※下記「申請・問い合わせ先」参照

郵 送：高齢者支援課
〒818-0125 太宰府市五条３丁目１番１号
地域包括支援センター内 高齢者支援課

メール：高齢者支援課

kourei＠city.dazaifu.lg.jp

手続き方法は？

申請・問い合わせ先

≪持参先≫
太宰府中学校・太宰府東中学校区にお住まいの方

地域包括支援センター
太宰府市五条3-1-1
いきいき情報センター1階 ※西鉄五条駅近く
☎０９２-９２９－３２１１

学業院中学校・太宰府西中学校区にお住まいの方

地域包括支援サブセンター
太宰府市大字通古賀197-3
スポーツ振興財団事務所1階 ※とびうめアリーナ敷地内
☎０９２-９１８－２２００

≪郵送先≫
太宰府市高齢者支援課
〒818-0125

太宰府市五条3-1-1

地域包括支援センター内

☎０９２-９２９－３２１０


